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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴルフクラブヘッドであって、
　内部空洞を画定し、該ゴルフクラブヘッドの底部に設けられているソールと、頂部に設
けられているクラウンと、前記ソールと前記クラウンとの間の外周に設けられているスカ
ートとを備えているボディであって、前部と後部とを有するボディと、
　該ボディの前記前部に設けられたフェースであって、前記ゴルフクラブヘッドの基点と
される位置を規定している幾何学的中心位置を有する打撃面を画定し、前記ゴルフクラブ
ヘッドの基点は、基点ｘ軸と基点ｙ軸と基点ｚ軸との交点によって規定されており、前記
基点ｘ軸は、前記フェースに対して接線方向に延びており且つ前記ゴルフクラブヘッドの
基点において前記フェースに接し且つ地面に対して略平行である直線であり、前記基点ｙ
軸は、前記基点ｘ軸に略垂直であり且つ地面に対して略平行であり、前記基点ｚ軸は、前
記基点ｘ軸と前記基点ｙ軸との両方に垂直である、前記フェースと、を備え、
　該ゴルフクラブヘッドは、該ゴルフクラブヘッドの重心と交差しており且つ前記基点ｚ
軸に略平行なゴルフクラブヘッド重心ｚ軸を規定しており、該ゴルフクラブヘッドは前記
ゴルフクラブヘッド重心ｚ軸を中心とする慣性モーメントを有し、該慣性モーメントは４
９０ｋｇ・ｍｍ２より大きく、
　前記フェースは、前記基点ｙ軸線方向に厚みを有し、該厚みは基点ｘ軸線に沿って変化
しており、
　第１の方向と第２の方向とが、基点ｘ軸における前記ゴルフクラブヘッドの基点を挟む
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正反対の正方向と負方向として規定されており、また、前記基点ｘ軸線に沿って第１のｘ
範囲と第２のｘ範囲とが規定されており、前記第１のｘ範囲は、第１の方向におけるゴル
フクラブヘッドの基点から約１０ｍｍ～約５０ｍｍの範囲であり、前記第２のｘ範囲は、
第２の方向におけるゴルフクラヘッドの基点から約１０ｍｍから約５０ｍｍの範囲であり
、
　前記厚みは、前記第１のｘ範囲と前記第２のｘ範囲との少なくとも５０％に対して、ｔ

ｍｉｎからｔｍａｘの範囲内にあり、該ｔｍｉｎ及びｔｍａｘは、下の式によって規定さ
れており、式中、ｘは、前記基点ｘ軸に沿ったゴルフクラブヘッドの基点までの測定距離
である、
【数１】

および
【数２】

ことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記打撃面が約３，５００ｍｍ２から約４，５００ｍｍ２の面積を有する、ことを特徴
とする請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　前記基点ｚ軸線に沿って第１のｚ範囲と第２のｚ範囲とが規定されており、前記第１の
ｚ範囲は、第１の方向におけるゴルフクラブヘッドの基点から約１０ｍｍ～約３０ｍｍの
範囲であり、前記第２のｚ範囲は、第２の方向におけるゴルフクラヘッドの基点から約１
０ｍｍ～約３０ｍｍの範囲であり、前記第１の方向と第２の方向とは、前記ゴルフクラブ
ヘッドの基点を挟む正反対の方向であり、前記第１の方向は正方向として画定されており
、前記第２の方向は負方向として規定されており、
　前記基点ｚ軸線に沿って基点ｙ軸線の方向に測定したフェースの厚みが、前記第１のｚ
範囲及び前記第２のｚ範囲の少なくとも５０％に対してｔｍｉｎからｔｍａｘの間であり
、前記ｔｍｉｎ及びｔｍａｘは前記第１のｚ範囲と前記第２のｚ範囲の各々に対して下の
式で規定されており、式中、ｚは、前記基点ｚ軸に沿った前記ゴルフクラブヘッドの基点
までの測定距離である、
【数３】

および

【数４】

ことを特徴とする請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　前記第１の範囲および第２の範囲の各々における前記フェースの第１の部分の厚みは、
該第１の範囲および第２の範囲の各々における前記フェースの第２の部分より少なくとも
約２ｍｍ大きい、ことを特徴とする請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　前記フェースの厚みが、前記第１の範囲および第２の範囲内の少なくとも８０％におい
てｔｍｉｎからｔｍａｘである、ことを特徴とする請求項１に記載のゴルフクラブヘッド
。
【請求項６】
　該ゴルフクラブヘッドの重心を通り且つ前記基点ｘ軸線に略平行なゴルフクラブヘッド
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重心ｘ軸が規定されており、該ゴルフクラブヘッド重心ｘ軸を中心として約２８０ｋｇ・
ｍｍ２より大きい慣性モーメントを有している、ことを特徴とする請求項１に記載のゴル
フクラブヘッド。
【請求項７】
　前記重心が、基点ｘ軸線に沿って測定して該ゴルフクラブヘッドの基点から約０．０ｍ
ｍ～約６．０ｍｍ及び基点ｚ軸線に沿って測定して該ゴルフクラブヘッドの基点から約０
．０ｍｍ～約－６．０ｍｍに位置している、ことを特徴とする請求項１に記載のゴルフク
ラブヘッド。
【請求項８】
　ゴルフクラブヘッドであって、
　内部空洞を画定し、該ゴルフクラブヘッドの底部に設けられているソールと、頂部に設
けられているクラウンと、前記ソールとクラウンとの間の外周に設けられているスカート
とを備えるボディであって、前部と後部とを有するボディと、
　該ボディの前記前部に設けられたフェースであって、前記ゴルフクラブヘッドの基点と
される位置を規定している幾何学的中心位置を有する打撃面を画定し、前記ゴルフクラブ
ヘッドの基点は、基点ｘ軸と基点ｙ軸と基点ｚ軸との交点によって規定されており、前記
基点ｘ軸は、前記フェースに対して接線方向に延びており且つ前記ゴルフクラブヘッドの
基点において前記フェースに接し且つ地面に対して略平行である直線であり、前記基点ｙ
軸は、前記基点ｘ軸に略垂直であり且つ地面に対して略平行であり、前記基点ｚ軸は、前
記基点ｘ軸と前記基点ｙ軸との両方に垂直である、前記フェースと、を備え、
　該ゴルフクラブヘッドは、該ゴルフクラブヘッドの重心と交差しており且つ前記基点ｘ
軸に略平行なゴルフクラブヘッド重心ｘ軸を規定しており、該ゴルフクラブヘッドは前記
ゴルフクラブヘッド重心ｘ軸を中心とする慣性モーメントを有し、該慣性モーメントは２
８０ｋｇ・ｍｍ２より大きく、
　前記フェースは、前記基点ｙ軸線方向に厚みを有し、該厚みは基点ｚ軸線に沿って変化
しており、
　前記基点ｘ軸線に沿って第１のｚ範囲と第２のｚ範囲とが規定されており、前記第１の
ｚ範囲は、第１の方向におけるゴルフクラブヘッドの基点から約１０ｍｍ～約５０ｍｍの
範囲であり、前記第２のｚ範囲は、第２の方向におけるゴルフクラヘッドの基点から約１
０ｍｍから約５０ｍｍの範囲であり、前記第１の方向と第２の方向とは、基点ｚ軸におけ
る前記ゴルフクラブヘッドの基点を挟む正反対の方向であり、前記第１の方向は正方向と
して画定されており、前記第２の方向は負方向として規定されており、
　前記厚みは、前記第１のｚ範囲と前記第２のｚ範囲との少なくとも５０％に対して、ｔ

ｍｉｎからｔｍａｘの範囲内にあり、該ｔｍｉｎ及びｔｍａｘは、下の式によって規定さ
れており、式中、ｚは、前記基点ｚ軸に沿ったゴルフクラブヘッドの基点までの測定距離
である、
【数５】

および
【数６】

ことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　前記打撃面が約３，５００ｍｍ２から約４，５００ｍｍ２の面積を有する、ことを特徴
とする請求項８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　前記基点ｘ軸線に沿って第１のｘ範囲と第２のｘ範囲とが規定されており、前記第１の
ｘ範囲は、第１の方向におけるゴルフクラブヘッドの基点から約１０ｍｍ～約５０ｍｍの
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範囲であり、前記第２のｘ範囲は、第２の方向におけるゴルフクラヘッドの基点から約１
０ｍｍ～約５０ｍｍの範囲であり、前記第１の方向と第２の方向とは、前記ゴルフクラブ
ヘッドの基点を挟む正反対の方向であり、前記第１の方向は正方向として画定されており
、前記第２の方向は負方向として規定されており、
　前記基点ｘ軸線に沿って基点ｙ軸線の方向に測定したフェースの厚みが、前記第１のｘ
範囲及び前記第２のｘ範囲の少なくとも５０％に対してｔｍｉｎからｔｍａｘの間であり
、前記ｔｍｉｎ及びｔｍａｘは前記第１のｘ範囲と前記第２のｘ範囲の各々に対して下の
式で規定されており、式中、ｘは、前記基点ｚ軸に沿った前記ゴルフクラブヘッドの基点
までの測定距離である、
【数７】

および
【数８】

である、ことを特徴とする請求項８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　前記第１の範囲および第２の範囲の各々における前記フェースの第１の部分の厚みは、
該第１の範囲および第２の範囲の各々における前記フェースの第２の部分より少なくとも
約２ｍｍ大きい、ことを特徴とする請求項８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　前記フェースの厚みが、前記第１の範囲および第２の範囲内の少なくとも８０％におい
てｔｍｉｎからｔｍａｘである、ことを特徴とする請求項８に記載のゴルフクラブヘッド
。
【請求項１３】
　該ゴルフクラブヘッドの重心を通り且つ前記基点ｚ軸線に略平行なゴルフクラブヘッド
重心ｚ軸が規定されており、該ゴルフクラブヘッド重心ｚ軸を中心として約４９０ｋｇ・
ｍｍ２より大きい慣性モーメントを有している、ことを特徴とする請求項８に記載のゴル
フクラブヘッド。
【請求項１４】
　前記重心が、基点ｘ軸線に沿って測定して該ゴルフクラブヘッドの基点から約０．０ｍ
ｍ～約６．０ｍｍ及び基点ｚ軸線に沿って測定して該ゴルフクラブヘッドの基点から約０
．０ｍｍ～約－６．０ｍｍに位置している、ことを特徴とする請求項８に記載のゴルフク
ラブヘッド。
【請求項１５】
　ゴルフクラブヘッドであって、
　内部空洞を画定し、該ゴルフクラブヘッドの底部に設けられているソールと、頂部に設
けられているクラウンと、前記ソールとクラウンとの間の外周に設けられているスカート
とを備えるボディであって、前部と後部とを有するボディと、
　該ボディの前記前部に設けられたフェースであって、前記ゴルフクラブヘッドの基点と
される位置を規定している幾何学的中心位置を有する打撃面を画定し、前記ゴルフクラブ
ヘッドの基点は、基点ｘ軸と基点ｙ軸と基点ｚ軸との交点によって規定されており、前記
基点ｘ軸は、前記フェースに対して接線方向に延びており且つ前記ゴルフクラブヘッドの
基点において前記フェースに接し且つ地面に対して略平行である直線であり、前記基点ｙ
軸は、前記基点ｘ軸に略垂直であり且つ地面に対して略平行であり、前記基点ｚ軸は、前
記基点ｘ軸と前記基点ｙ軸との両方に垂直である、前記フェースと、を備え、
　径方向ｒ軸が、前記基点ｘ軸、基点ｙ軸、基点ｚ軸によって形成されている面内に規定
されており、該径方向ｒ軸は前記基点を通っており、
　該ゴルフクラブヘッドは、該ゴルフクラブヘッドの重心と交差しており且つ前記基点ｚ
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軸に略平行なゴルフクラブヘッド重心ｚ軸を規定しており、該ゴルフクラブヘッドは前記
ゴルフクラブヘッド重心ｘ軸を中心とする慣性モーメントを有し、該慣性モーメントは２
８０ｋｇ・ｍｍ２より大きく、
　該ゴルフクラブヘッドは、該ゴルフクラブヘッドの重心と交差しており且つ前記基点ｚ
軸に略平行なゴルフクラブヘッド重心ｚ軸を規定しており、該ゴルフクラブヘッドは前記
ゴルフクラブヘッド重心ｚ軸を中心とする慣性モーメントを有し、該慣性モーメントは４
９０ｋｇ・ｍｍ２より大きく、
　前記フェースは、前記基点ｙ軸線方向に厚みを有し、該厚みは径方向ｒ軸に沿って変化
しており、
　前記径方向ｒ軸に沿って第１のｒ範囲と第２のｒ範囲とが規定されており、前記第１の
ｒ範囲は、第１の方向におけるゴルフクラブヘッドの基点から約１０ｍｍ～約５０ｍｍの
範囲であり、前記第２のｒ範囲は、第２の方向におけるゴルフクラヘッドの基点から約１
０ｍｍから約５０ｍｍの範囲であり、前記第１の方向と第２の方向とは、径方向ｒ軸にお
ける前記ゴルフクラブヘッドの基点を挟む正反対の方向であり、前記第１の方向は正方向
として画定されており、前記第２の方向は負方向として規定されており、
　前記厚みは、前記第１のｒ範囲と前記第２のｒ範囲との少なくとも５０％に対して、ｔ

ｍｉｎからｔｍａｘの範囲内にあり、該ｔｍｉｎ及びｔｍａｘは、下の式によって規定さ
れており、式中、ｒは、前記ｒ軸に沿ったゴルフクラブヘッドの基点までの測定距離であ
る、
【数９】

および
【数１０】

ことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項１６】
　前記打撃面が約３，５００ｍｍ２から約４，５００ｍｍ２の面積を有する、ことを特徴
とする請求項１５に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１７】
　前記重心が、基点ｘ軸線に沿って測定して該ゴルフクラブヘッドの基点から約０．０ｍ
ｍ～約６．０ｍｍ及び基点ｚ軸線に沿って測定して該ゴルフクラブヘッドの基点から約０
．０ｍｍ～約－６．０ｍｍに位置している、ことを特徴とする請求項１５に記載のゴルフ
クラブヘッド。
【請求項１８】
　ゴルフクラブヘッドであって、
　内部空洞を画定し、該ゴルフクラブヘッドの底部に設けられているソールと、頂部に設
けられているクラウンと、前記ソールとクラウンとの間の外周に設けられているスカート
とを備えるボディであって、前部と後部とを有するボディと、
　該ボディの前記前部に設けられたフェースであって、前記ゴルフクラブヘッドの基点と
される位置を規定している幾何学的中心位置を有する打撃面を画定し、前記ゴルフクラブ
ヘッドの基点は、基点ｘ軸と基点ｙ軸と基点ｚ軸との交点によって規定されており、前記
基点ｘ軸は、前記フェースに対して接線方向に延びており且つ前記ゴルフクラブヘッドの
基点において前記フェースに接し且つ地面に対して略平行である直線であり、前記基点ｙ
軸は、前記基点ｘ軸に略垂直であり且つ地面に対して略平行であり、前記基点ｚ軸は、前
記基点ｘ軸と前記基点ｙ軸との両方に垂直である、前記フェースと、を備え、
　該ゴルフクラブヘッドは、該ゴルフクラブヘッドの重心と交差しており且つ前記基点ｚ
軸に略平行なゴルフクラブヘッド重心ｚ軸を規定しており、該ゴルフクラブヘッドは前記
ゴルフクラブヘッド重心ｚ軸を中心とする慣性モーメントを有し、該慣性モーメントは４
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９０ｋｇ・ｍｍ２より大きく、
　前記フェースは、前記基点ｙ軸方向において測定される曲げ剛性を有し、
　前記厚みは前記基点ｘ軸に沿って変化しており、
　前記基点ｘ軸線に沿って第１のｘ範囲と第２のｘ範囲とが規定されており、前記第１の
ｘ範囲は、第１の方向におけるゴルフクラブヘッドの基点から約１０ｍｍ～約５０ｍｍの
範囲であり、前記第２のｘ範囲は、第２の方向におけるゴルフクラヘッドの基点から約１
０ｍｍから約５０ｍｍの範囲であり、前記第１の方向と第２の方向とは、基点ｘ軸におけ
る前記ゴルフクラブヘッドの基点を挟む正反対の方向であり、前記第１の方向は正方向と
して画定されており、前記第２の方向は負方向として規定されており、
　前記曲げ剛性は、前記第１のｘ範囲と前記第２のｘ範囲との少なくとも５０％に対して
、ＢＳｍｉｎからＢＳｍａｘの範囲内にあり、該ＢＳｍｉｎ及びＢＳｍａｘは、下の式に
よって規定されており、式中、ｘは、前記基点ｘ軸に沿ったゴルフクラブヘッドの基点ま
での測定距離である、
【数１１】

および
【数１２】

ことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項１９】
　前記打撃面が約３，５００ｍｍ２から約４，５００ｍｍ２の面積を有する、ことを特徴
とする請求項１８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２０】
　前記重心が、基点ｘ軸線に沿って測定して該ゴルフクラブヘッドの基点から約０．０ｍ
ｍ～約６．０ｍｍ及び基点ｚ軸線に沿って測定して該ゴルフクラブヘッドの基点から約０
．０ｍｍ～約－６．０ｍｍに位置している、ことを特徴とする請求項１８に記載のゴルフ
クラブヘッド。
【請求項２１】
　前記フェースは、前記基点ｙ軸線方向に厚みを有し、該厚みは基点ｚ軸線に沿って変化
しており、
　前記基点ｘ軸線に沿って第１のｘ範囲と第２のｘ範囲とが規定されており、前記第１の
ｘ範囲は、第１の方向におけるゴルフクラブヘッドの基点から約１０ｍｍ～約５０ｍｍの
範囲であり、前記第２のｘ範囲は、第２の方向におけるゴルフクラヘッドの基点から約１
０ｍｍから約５０ｍｍの範囲であり、前記第１の方向と第２の方向とは、基点ｘ軸におけ
る前記ゴルフクラブヘッドの基点を挟む正反対の方向であり、前記第１の方向は正方向と
して画定されており、前記第２の方向は負方向として規定されており、
　前記厚みは、前記第１のｘ範囲と前記第２のｘ範囲との少なくとも５０％に対して、ｔ

ｍｉｎからｔｍａｘの範囲内にあり、該ｔｍｉｎ及びｔｍａｘは、下の式によって規定さ
れており、式中、ｘは、前記基点ｘ軸に沿ったゴルフクラブヘッドの基点までの測定距離
である、
【数１３】

および
【数１４】
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である、ことを特徴とする請求項１８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２２】
　前記フェースは、前記基点ｙ軸線方向に厚みを有し、該厚みは基点ｚ軸線に沿って変化
しており、
　前記基点ｚ軸線に沿って第１のｚ範囲と第２のｚ範囲とが規定されており、前記第１の
ｚ範囲は、第１の方向におけるゴルフクラブヘッドの基点から約１０ｍｍ～約３０ｍｍの
範囲であり、前記第２のｚ範囲は、第２の方向におけるゴルフクラヘッドの基点から約１
０ｍｍから約３０ｍｍの範囲であり、前記第１の方向と第２の方向とは、基点ｚ軸におけ
る前記ゴルフクラブヘッドの基点を挟む正反対の方向であり、前記第１の方向は正方向と
して画定されており、前記第２の方向は負方向として規定されており、
　前記厚みは、前記第１のｚ範囲と前記第２のｚ範囲との少なくとも５０％に対して、ｔ

ｍｉｎからｔｍａｘの範囲内にあり、該ｔｍｉｎ及びｔｍａｘは、下の式によって規定さ
れており、式中、ｚは、前記基点ｚ軸に沿ったゴルフクラブヘッドの基点までの測定距離
である、

【数１５】

および
【数１６】

である、ことを特徴とする請求項１８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２３】
　ゴルフクラブヘッドであって、
　内部空洞を画定し、該ゴルフクラブヘッドの底部に設けられているソールと、頂部に設
けられているクラウンと、前記ソールとクラウンとの間の外周に設けられているスカート
とを備えるボディであって、前部と後部とを有するボディと、
　該ボディの前記前部に設けられたフェースであって、前記ゴルフクラブヘッドの基点と
される位置を規定している幾何学的中心位置を有する打撃面を画定し、前記ゴルフクラブ
ヘッドの基点は、基点ｘ軸と基点ｙ軸と基点ｚ軸との交点によって規定されており、前記
基点ｘ軸は、前記フェースに対して接線方向に延びており且つ前記ゴルフクラブヘッドの
基点において前記フェースに接し且つ地面に対して略平行である直線であり、前記基点ｙ
軸は、前記基点ｘ軸に略垂直であり且つ地面に対して略平行であり、前記基点ｚ軸は、前
記基点ｘ軸と前記基点ｙ軸との両方に垂直である、前記フェースと、を備え、
　該ゴルフクラブヘッドは、該ゴルフクラブヘッドの重心と交差しており且つ前記基点ｚ
軸に略平行なゴルフクラブヘッド重心ｚ軸を規定しており、該ゴルフクラブヘッドは前記
ゴルフクラブヘッド重心ｚ軸を中心とする慣性モーメントを有し、該慣性モーメントは４
９０ｋｇ・ｍｍ２より大きく、
　前記フェースは、前記基点ｙ軸方向において測定される曲げ剛性を有し、
　前記厚みは前記基点ｚ軸に沿って変化しており、
　前記基点ｚ軸線に沿って第１のｚ範囲と第２のｚ範囲とが規定されており、前記第１の
ｚ範囲は、第１の方向におけるゴルフクラブヘッドの基点から約１０ｍｍ～約３０ｍｍの
範囲であり、前記第２のｚ範囲は、第２の方向におけるゴルフクラヘッドの基点から約１
０ｍｍから約３０ｍｍの範囲であり、前記第１の方向と第２の方向とは、基点ｚ軸におけ
る前記ゴルフクラブヘッドの基点を挟む正反対の方向であり、前記第１の方向は正方向と
して画定されており、前記第２の方向は負方向として規定されており、
　前記曲げ剛性は、前記第１のｚ範囲と前記第２のｚ範囲との少なくとも５０％に対して
、ＢＳｍｉｎからＢＳｍａｘの範囲内にあり、該ＢＳｍｉｎ及びＢＳｍａｘは、下の式に
よって規定されており、式中、ｚは、前記基点ｚ軸に沿ったゴルフクラブヘッドの基点ま
での測定距離である、
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【数１７】

および
【数１８】

である、ことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項２４】
　前記打撃面が約３，５００ｍｍ２から約４，５００ｍｍ２の面積を有する、ことを特徴
とする請求項２３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２５】
　前記重心が、基点ｘ軸線に沿って測定して該ゴルフクラブヘッドの基点から約０．０ｍ
ｍ～約６．０ｍｍ及び基点ｚ軸線に沿って測定して該ゴルフクラブヘッドの基点から約０
．０ｍｍ～約－６．０ｍｍに位置している、ことを特徴とする請求項２３に記載のゴルフ
クラブヘッド。
【請求項２６】
　前記フェースは、前記基点ｙ軸線方向に厚みを有し、該厚みは基点ｘ軸線に沿って変化
しており、
　前記基点ｘ軸線に沿って第１のｘ範囲と第２のｘ範囲とが規定されており、前記第１の
ｘ範囲は、第１の方向におけるゴルフクラブヘッドの基点から約１０ｍｍ～約５０ｍｍの
範囲であり、前記第２のｘ範囲は、第２の方向におけるゴルフクラヘッドの基点から約１
０ｍｍから約５０ｍｍの範囲であり、前記第１の方向と第２の方向とは、基点ｘ軸におけ
る前記ゴルフクラブヘッドの基点を挟む正反対の方向であり、前記第１の方向は正方向と
して画定されており、前記第２の方向は負方向として規定されており、
　前記厚みは、前記第１のｘ範囲と前記第２のｘ範囲との少なくとも５０％に対して、ｔ

ｍｉｎからｔｍａｘの範囲内にあり、該ｔｍｉｎ及びｔｍａｘは、下の式によって規定さ
れており、式中、ｘは、前記基点ｘ軸に沿ったゴルフクラブヘッドの基点までの測定距離
である、
【数１９】

および
【数２０】

である、ことを特徴とする請求項２３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２７】
　前記フェースは、前記基点ｙ軸線方向に厚みを有し、該厚みは基点ｚ軸線に沿って変化
しており、
　前記基点ｚ軸線に沿って第１のｚ範囲と第２のｚ範囲とが規定されており、前記第１の
ｚ範囲は、第１の方向におけるゴルフクラブヘッドの基点から約１０ｍｍ～約３０ｍｍの
範囲であり、前記第２のｚ範囲は、第２の方向におけるゴルフクラヘッドの基点から約１
０ｍｍから約３０ｍｍの範囲であり、前記第１の方向と第２の方向とは、基点ｚ軸におけ
る前記ゴルフクラブヘッドの基点を挟む正反対の方向であり、前記第１の方向は正方向と
して画定されており、前記第２の方向は負方向として規定されており、
　前記厚みは、前記第１のｚ範囲と前記第２のｚ範囲との少なくとも５０％に対して、ｔ

ｍｉｎからｔｍａｘの範囲内にあり、該ｔｍｉｎ及びｔｍａｘは、下の式によって規定さ
れており、式中、ｚは、前記基点ｚ軸に沿ったゴルフクラブヘッドの基点までの測定距離
である、
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【数２１】

および
【数２２】

である、ことを特徴とする請求項２３に記載のゴルフクラブヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００７年９月２７日出願の米国特許出願第１１／８６３，１９８号の一部継
続出願であり、それは、参照することによって本願に組み込まれる。
　ゴルフクラブヘッドに関する他の出願および特許は、２００７年１０月１２日出願の米
国特許出願第１１／８７１，９３３号、２００５年２月２５日出願の米国特許出願第１１
／０６７，４７５の継続出願である、すべてが２００７年１月３１に出願された、米国特
許出願第１１／６６９，８９１号、米国特許出願第１１／６６９，８９４号、米国特許出
願第１１／６６９，９００号、米国特許出願第１１／６６９，９０７号、米国特許出願第
１１／６６９，９１０号、米国特許出願第１１／６６９，９１６号、米国特許出願第１１
／６６９，９２０号、米国特許出願第１１／６６９，９２５号、および米国特許出願第１
１／６６９，９２７号、２００４年２月２３日出願の米国特許出願第１０／７８５，６９
２号の一部継続出願である、現在米国特許第７，１８６，１９０号、米国特許出願第１０
／２９０，８１７号の一部継続出願である、現在米国特許第７，１６６，０４０号、現在
米国特許第６，７７３，３６０号を含む。これらの出願は、参照することによって本願に
組み込まれる。
【０００２】
　本願は、ゴルフクラブヘッド、より詳しくは、他の利点もあるが、打点が中心からずれ
た際の許容度が大きい機能を組み込んだゴルフクラブヘッドに関する。慣性モーメント、
逆円錐型技術、およびクラブヘッドフェース特性の独特の組合せが記載されている。
【背景技術】
【０００３】
　ゴルフクラブヘッドの製造者および設計者は、ゴルフクラブヘッドの性能を改善する方
法を常に求めており、それは、美的外観を有する一方で、ゴルフクラブヘッドの許容度を
有している。概して、「許容度」は、ミスヒット、すなわちゴルフクラブヘッド上のスイ
ートスポットからずれた位置でゴルフボールを打つことによるゴルフボールの飛球線およ
び飛距離への影響を少なくするゴルフクラブヘッドの能力として定義することができる。
【０００４】
　ゴルフクラブヘッドの性能は、クラブヘッドの慣性モーメントの影響を直接受ける可能
性がある。慣性モーメントは、ゴルフボールとのインパクト時の、ゴルフクラブヘッドの
重心を中心とするねじれに対するクラブヘッドの耐性の大きさである。概して、ゴルフク
ラブヘッドの慣性モーメントが比較的大きいと、特に、ゴルフボールとの「オフセンター
」のインパクトの間、ゴルフクラブヘッドは、ゴルフボールとのインパクト時のねじれを
より小さくし、ゴルフクラブヘッドの許容度およびストレートなゴルフショットを打つ確
率がより高くなる。さらに、より大きい慣性モーメントは、通常、ゴルフクラブヘッドと
のインパクトによってより速いボールスピードをもたらし、それはゴルフショット距離の
増加につながる。
【０００５】
　概して、所定の軸を中心とする慣性モーメントは、軸から質量までの距離の２乗に比例
する。つまり、所定の軸から質量までの距離がより大きいと、所定の軸を中心とする質量
の慣性モーメントはより大きくなる。したがって、ゴルフクラブヘッドの設計者および製
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造者は、対象の軸からのヘッドの質量の距離を増加させることによって、通常、ゴルフク
ラブヘッドの重心を通る軸である１つ以上のゴルフクラブヘッドの軸を中心とする慣性モ
ーメントを増加させようと努めてきた。
【０００６】
　ゴルフクラブヘッドの許容度を増加させるために、ゴルフクラブヘッドの打撃面のサイ
ズについて重点的に取り組んできたゴルフクラブヘッドの製造者もいる。概して、打撃面
がより大きいと、ゴルフクラブヘッドの許容度はより大きくなる。しかしながら、打撃面
の耐久性を維持するために打撃面のサイズを増大させるには、通常、打撃面を画定するフ
ェース例えばフェースプレートの厚さを増す必要があり、それは、打撃面の反発係数（Ｃ
ＯＲ）すなわちボールを跳ね返す打撃面の能力、例えば、表面のスプリング効果の大きさ
に直接的な影響を及ぼす。簡略化された形では、ＣＯＲは、Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ
　Ｇｏｌｆ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎのガイドラインに準拠するゴルフボールのスピード
およびクラブヘッドのスピードの測定によって、ゴルフボールとのインパクト時の、クラ
ブヘッドのスピードに対するクラブヘッドで打たれた直後のゴルフボールのスピードの割
合として表すことができる。
【０００７】
　ゴルフクラブヘッドの形状、サイズおよび他の特性に関するＵｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅ
ｓ　Ｇｏｌｆ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（ＵＳＧＡ）の規定および制約は、ゴルフクラブ
ヘッドによって得られる慣性モーメントおよびＣＯＲを制限する傾向がある。ＵＳＧＡ規
定の最新版によると、ゴルフクラブヘッドは、とりわけ略単純な形状で、最大包絡寸法（
最大２．８ｉｎｃｈの高さ、最大５．０ｉｎｃｈの幅、および最大５．０ｉｎｃｈの深さ
）以下の包絡寸法を有し、最大４７０ｃｍ３のヘッド体積以下の体積を有していなければ
ならない。留意すべきは、この最大４７０ｃｍ３の体積制限は、最大包絡寸法の体積をは
るかに下回っていることである。ここで留意すべきは、４７０ｃｍ３のＵＳＧＡの制限は
、１０ｃｍ３の許容範囲（すなわち、４６０ｃｍ３＋１０ｃｍ３）を含むことである。さ
らに、ＵＳＧＡ規定は、ＣＯＲ値が０．８３０未満であること、または２５７マイクロ秒
未満の振動特性時間（ＰＣＴ）を有することを要求している。このように特定されたＣＯ
ＲおよびＰＣＴの制限は、各々、許容範囲を含んでいる。
【０００８】
　ゴルフクラブの製造者は、別のものを犠牲にして、１つの性能特性を向上させる選択肢
に直面する場合が多い。例えば、許容度を大きくするために打撃面のサイズの増加を犠牲
にして慣性モーメントの増加に重点を置いた、従来のゴルフクラブヘッドもある。これら
のゴルフクラブヘッドでは、ゴルフクラブヘッドの質量の可能な限りの部分が重心から離
される。しかしながら、望ましいスイングウェート（例えば、ドライバーのクラブヘッド
の質量は、通常、約１８５ｇから約２１５ｇに及ぶ）を達成しようとすることに起因する
質量の制限によって、重心から遠くに分布せしめられる質量がより大きいと、フェースに
対して使用できる質量がより小さくなる。フェースに使用可能な質量がより小さいと、Ｃ
ＯＲおよびＰＣＴを規定するＵＳＧＡ制約内にとどまるために、ゴルフクラブヘッドのフ
ェースの厚さ従ってクラブヘッド打撃面のサイズは制限される。したがって、これらの従
来のゴルフクラブヘッドでは、ヘッドの許容度は、慣性モーメントの増大によって向上さ
せることができるが、ゴルフクラブヘッドの打撃面のサイズに対して生じる制約によって
制限される。
【０００９】
　反対に、許容度を増すために、慣性モーメントの増大を犠牲にし且つ望ましい重心（「
ＣＧ」）特性をも潜在的に犠牲にして、ゴルフクラブヘッドの打撃面のサイズの増加に重
点を置く従来のゴルフクラブヘッドもある。上記のように、従来のフェース設計では、打
撃面のサイズがより大きいと、ＵＳＧＡ制約に準拠するために、フェースはより厚く且つ
より重くならなくてはならない。フェースの質量がより大きいと、通常、重心に近い質量
はより大きく、重心からの移動のために利用できる裁量質量などの質量はより小さい。し
たがって、これらの従来のゴルフクラブヘッドでは、ヘッドの許容度は、打撃面のサイズ
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の増加によって増加することができるが、達成可能な慣性モーメントに対する、結果とし
て生じる制約によって制限される。
【００１０】
　上記のように、ゴルフクラブの設計者および製造者は、許容度の改善のために、高い慣
性モーメント、および大きい打撃面のサイズの両方を有するＵＳＧＡ適合ゴルフクラブヘ
ッドを設計しようと努力してきた。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願は、少なくとも前述の課題を解決し、とりわけ、改善された許容度を提供するゴル
フクラブヘッドを開示する。
　本願には、内部空洞を画定しているボディを備えたゴルフクラブヘッドが記載されてい
る。また、該ゴルフクラブヘッドは、ゴルフクラブヘッドの底部に設けられているソール
と、頂部に設けられているクラウンと、およびソールとクラウンとの間の外周に設けられ
ているスカートとを含んでいる。ボディはまた、前部および後部を有している。さらに、
ゴルフクラブヘッドは、ボディの前部に設けられているフェースを含み、フェースは、ゴ
ルフクラブヘッドの基点に理想的なインパクト位置を有する打撃面を画定している。ヘッ
ドの基点は、ヘッドが理想的に配設されたときにフェースに対して接線方向に延びており
且つ地面に対して略平行であるｘ軸と、ヘッドが理想的に配設されたときにｘ軸に対して
略垂直であり且つ地面に略平行であるｙ軸と、前記ｘ軸とｙ軸との両方に対して垂直であ
るｚ軸とを有している。ｘ軸の正方向はトウからヒールに向かう方向であり、ｙ軸の正方
向は前から後ろに向かう方向であり、ｚ軸の正方向はソールからクラウンに向かう方向で
ある。
【００１２】
　第１の特徴に従って、本願には、ヘッドの基点ｚ軸に略平行なゴルフクラブヘッドの重
心ｚ軸を中心とする慣性モーメントが約４９０ｋｇ・ｍｍ２よりも大きいゴルフクラブヘ
ッドが開示されている。フェースは、約－１０ｍｍから約－５０ｍｍの第１の範囲、およ
び約１０ｍｍから約５０ｍｍの第２の範囲内で、ｘ軸座標ｘの少なくとも５０％に対して
ｔｍｉｎからｔｍａｘであるヘッドの基点ｘ軸に沿った厚さを有し、このとき、
【００１３】
【数１】

および
【００１４】
【数２】

である。
【００１５】
　第１の範囲および第２の範囲のそれぞれにおけるフェースの第１の部分の厚みは、該第
１の範囲および第２の範囲のそれぞれにおけるフェースの第２の部分よりも、少なくとも
約２ｍｍ大きい。
【００１６】
　幾つかの場合には、フェースの厚みは、前記第１および第２の範囲内で、ｘ軸座標ｘの
少なくとも８０％に対してｔｍｉｎからｔｍａｘとされる。
　第１の特徴によるゴルフクラブヘッドは、ヘッドの基点ｘ軸に略平行なゴルフクラブヘ
ッドの重心ｘ軸を中心とする慣性モーメントが約２８０ｋｇ・ｍｍ２よりも大きい。
【００１７】
　第１の特徴によるゴルフクラブヘッドは、ｘ軸座標が約０．０ｍｍから約６．０ｍｍで
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　いくつかの実施形態では、打撃面の面積は約３５，０００ｍｍ２から約４，５００ｍｍ
２である。
【００１８】
　また、フェースのヘッドの基点ｚ軸に沿った厚みは、約－１０ｍｍから約－３０ｍｍの
第３の範囲および約１０ｍｍから約３０ｍｍの第４の範囲において、ｚ軸座標ｚの少なく
とも５０％に対してｔｍｉｎからｔｍａｘであり、このとき、
【００１９】
【数３】

および
【００２０】
【数４】

である。
【００２１】
　第２の特徴に従って、本願には、ヘッドの基点ｘ軸に略平行なゴルフクラブヘッドの重
心ｘ軸を中心とする慣性モーメントが約２８０ｋｇ・ｍｍ２よりも大きいゴルフクラブヘ
ッドが開示されている。フェースのヘッドの基点ｚ軸に沿った厚みは、約－１０ｍｍから
約－３０ｍｍの第１の範囲および約１０ｍｍから約３０ｍｍの第２の範囲において、ｚ軸
座標ｚの少なくとも５０％に対してｔｍｉｎからｔｍａｘであり、このとき、
【００２２】
【数５】

および
【００２３】
【数６】

である。
【００２４】
　第２の特徴によるゴルフクラブにおいては、第１の範囲および第２の範囲のそれぞれに
おけるフェースの第１の部分の厚みは、該第１の範囲および第２の範囲のそれぞれにおけ
るフェースの第２の部分よりも、少なくとも約２ｍｍ大きい。
【００２５】
　フェースの厚みは、前記第１および第２の範囲内で、ｚ軸座標ｚの少なくとも８０％に
対してｔｍｉｎからｔｍａｘとされる。
　第２の特徴によるゴルフクラブの打撃面の面積は、約３，５００ｍｍ２から約４，５０
０ｍｍ２である。
【００２６】
　第２の特徴によるゴルフクラブのフェースの基点ｘ軸に沿った厚みは、約－１０ｍｍか
ら約－５０ｍｍの第３の範囲および約１０ｍｍから約５０ｍｍの第４の範囲において、ｘ
軸座標ｘの少なくとも５０％対してｔｍｉｎからｔｍａｘであり、このとき、
【００２７】
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【数７】

および
【００２８】
【数８】

である。
【００２９】
　第２の特徴によるいくつかの実施形態においては、ヘッドの基点ｚ軸に略平行なゴルフ
クラブヘッドの重心ｚ軸を中心とする慣性モーメントは、約４９０ｋｇ・ｍｍ２よりも大
きい。いくつかの実施形態は、ｘ軸座標が約０．０ｍｍから約６．０ｍｍであり且つｚ軸
座標が約０．０ｍｍから約－６．０ｍｍの重心を有している。
【００３０】
　第３の特徴に従って、本願には、ヘッドの基点ｚ軸に略平行なゴルフクラブヘッドの重
心ｚ軸を中心とする慣性モーメントが約４９０ｋｇ・ｍｍ２よりも大きく且つヘッドの基
点ｘ軸に略平行なゴルフクラブヘッドの重心ｘ軸を中心とする慣性モーメントが約２８０
ｋｇ・ｍｍ２よりも大きい、ゴルフクラブヘッドが開示されている。該ゴルフクラブヘッ
ドは、該ゴルフクラブヘッドの基点から接線方向に且つ径方向外方へ延びている径方向の
軸線に沿った厚みを有しており、該厚みは、約１０ｍｍ以上および約５０ｍｍ以下の放射
軸に沿ったゴルフクラブヘッドの基点からの距離ｒの少なくとも５０％に沿ってｔｍｉｎ

からｔｍａｘの範囲内にあり、このとき、
【００３１】
【数９】

および
【００３２】

【数１０】

である。
【００３３】
　第３の特徴によるゴルフクラブヘッドの打撃面積は、約３，５００ｍｍ２から約４，５
００ｍｍ２である。第３の特徴によるゴルフクラブヘッドは、ｘ軸座標が約０．０ｍｍか
ら約６．０ｍｍであり且つｚ軸座標が約０．０ｍｍから約－６．０ｍｍである重心を有し
ている。
【００３４】
　第４の特徴に従って、ヘッドの基点ｚ軸に略平行なゴルフクラブヘッドの重心ｚ軸を中
心とする慣性モーメントが約５００ｋｇ・ｍｍ２よりも大きいゴルフクラブヘッドが開示
されている。第４の特徴によるゴルフクラブヘッドのフェースは、ヘッドの基点ｘ軸に沿
って曲げ剛性を有し、該曲げ剛性は、約－１０ｍｍから約－５０ｍｍの第１の範囲および
約１０ｍｍから約５０ｍｍの第２の範囲内で、ｘ軸座標ｘの少なくとも５０％に対してＢ
ＳｍｉｎからＢＳｍａｘであり、このとき、
【００３５】

【数１１】
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【００３６】
【数１２】

である。
【００３７】
　第４の特徴による幾つかの例においては、フェースは、ヘッドの基点ｘ軸に沿って厚さ
を有し、該厚さは、約－１０ｍｍから約－５０ｍｍの第３の範囲および約１０ｍｍから約
５０ｍｍの第４の範囲内で、ｘ軸座標ｘの少なくとも５０％に対してｔｍｉｎからｔｍａ

ｘであり、このとき、
【００３８】
【数１３】

および
【００３９】
【数１４】

である。
【００４０】
　前記フェースは、ヘッドの基点ｚ軸に沿って厚さを有することができ、該厚さは、約－
１０ｍｍから約－３０ｍｍの第３の範囲および約１０ｍｍから約３０ｍｍの第４の範囲内
で、ｚ軸座標ｚの少なくとも５０％に対してｔｍｉｎからｔｍａｘであり、このとき、
【００４１】

【数１５】

および
【００４２】
【数１６】

である。
【００４３】
　打撃面の面積は、約３，５００ｍｍ２から約４，５００ｍｍ２とすることができる。
　ゴルフクラブヘッドは、ｘ軸座標が約０．０ｍｍから約６．０ｍｍであり且つｚ軸座標
が約０．０ｍｍから約－６．０ｍｍである重心を有することができる。
【００４４】
　第５の特徴によるゴルフクラブヘッドは、ヘッドの基点ｘ軸に略平行なゴルフクラブヘ
ッドの重心ｘ軸を中心とする慣性モーメントが約２８０ｋｇ・ｍｍ２よりも大きい。フェ
ースは、ヘッドの基点ｚ軸に沿って曲げ剛性を有し、該曲げ剛性は、約－１０ｍｍから約
－３０ｍｍの第１の範囲および約１０ｍｍから約３０ｍｍの第２の範囲内で、ｚ軸座標ｚ
の少なくとも５０％に対してＢＳｍｉｎからＢＳｍａｘであり、このとき、
【００４５】
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【数１７】

および
【００４６】
【数１８】

である。
【００４７】
　第５の特徴によるゴルフクラブヘッドは、ヘッドの基点ｘ軸に沿って厚さを有しており
、該厚さは、約－１０ｍｍから約－５０ｍｍの第３の範囲および約１０ｍｍから約５０ｍ
ｍの第４の範囲内で、ｘ軸座標ｘの少なくとも５０％に対してｔｍｉｎからｔｍａｘであ
り、このとき、
【００４８】
【数１９】

および
【００４９】

【数２０】

である。
【００５０】
　いくつかの実施形態におけるフェースは、ヘッドの基点ｚ軸に沿って厚さを有し、該厚
さは、約－１０ｍｍから約－３０ｍｍの第３の範囲および約１０ｍｍから約３０ｍｍの第
４の範囲内で、ｚ軸座標ｚの少なくとも５０％に対してｔｍｉｎからｔｍａｘであり、こ
のとき、
【００５１】
【数２１】

および
【００５２】

【数２２】

である。
【００５３】
　打撃面の面積は、約３，５００ｍｍ２から約４，５００ｍｍ２とすることができる。
　第５の特徴によるゴルフクラブヘッドは、ｘ軸座標が約０．０ｍｍから約６．０ｍｍで
あり且つｚ軸座標が約０．０ｍｍから約－６．０ｍｍの重心を有することができる。
【００５４】
　該ゴルフクラブヘッドの先述のおよびその他の機能および利点は、添付の図面を参照し
てなされている以下の詳細な説明からより明らかとなるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
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　以下の説明では、「上方」、「下方」、「上部」、「下部」、「水平」、「垂直」、「
左」、「右」など、特定の用語を使用する場合がある。これらの用語は、特に、図示され
る実施形態に関して、相対関係を取り扱う際、妥当な場合、説明の多少の明確さを提供す
るために使用される。しかしながら、これらの用語は、絶対的な関係、位置、および／ま
たは方向を意味することを意図していない。例えば、物体に関して、「上部」表面は、単
純に、物体を裏返すことによって「下部」表面になる。それでもなお、それは同一の物体
である。
【００５６】
　図１～８に図示されるように、ゴルフクラブヘッド２など、ウッド型（例えば、ドライ
バー、またはフェアウェイウッド）ゴルフクラブヘッドは、中空ボディ１０を含む。ボデ
ィ１０は、内部空洞７９（図７～８を参照）を画定する、クラウン１２、ソール１４、ス
カート１６、打撃フェースまたはフェース部１８を含んでいる。ボディ１０はホーゼル２
０を含んでおり、ホーゼル本体２０は、ゴルフクラブのシャフトを収容するように構成さ
れているホーゼル穴２４（図６を参照）を画定している。ボディ１０は、ヒール部２６、
トウ部２８、フロント部３０、およびリア部３２をさらに含んでいる。ゴルフクラブヘッ
ド２はまた、クラブヘッド２の押しのけ容積に等しい立法センチメートル（ｃｍ３）で通
常測定される体積を有している。いくつかの実施形態において、ゴルフクラブヘッド２は
、約４００ｃｍ３から約４９０ｃｍ３の体積、および約１８５ｇから約２１５ｇの全質量
を有する。図１を参照すると、具体的な一実施形態において、ゴルフクラブヘッド２は、
約４５８ｃｍ３の体積、および約２００ｇの全質量を有している。
【００５７】
　クラウン１２は、（１）上下方向から見ると、ゴルフクラブヘッド２の周辺輪郭３４の
上方にあり、（２）打撃フェース１８の、ボール打撃面２２の最上部後方にある、ゴルフ
クラブヘッド２の上部として画定されている（図６を参照）。ボール打撃面２２は、打撃
フェース１８の前部表面、または外部表面として画定されており、ゴルフボールに衝撃を
与えるように構成されている（図示せず）。いくつかの実施形態では、以下により詳しく
記述されるように、打撃フェースまたはフェース部１８は、溶接などの従来の接合技術を
使用して、ボディ１０に接合される打撃プレートである。一部の実施形態では、ボール打
撃面２２は、膨らんだロール巻き湾曲部を有する。例えば、図５および６を参照すると、
ボール打撃面２２は、それぞれ半径約３０５ｍｍの膨らんだロール巻き湾曲部を有してい
る。
【００５８】
　ソール１４は、クラブヘッドがＸ軸及びＹ軸が地面と平行に配置されるとき、すなわち
、水平面上で、ゴルフボールに対して適切なアドレス位置にあるとき、クラブヘッドの最
下点から上方に延在しているゴルフクラブヘッド２の下部として画定されている。一部の
実施形態において、ソール１４は、ゴルフクラブヘッド２の最下点からクラウン１２まで
の距離の約５０％から６０％まで延びており、それは、場合によっては、ドライバーの場
合には約１５ｍｍ、およびフェアウェイウッドの場合には約１０ｍｍから１２ｍｍである
。
【００５９】
　クラブヘッド２のようなゴルフクラブヘッドは、ホーゼル２０またはシャフトの長手軸
線２１が目標方向に対して実質的に直角であり且つ適正なライ角にあるときに適正なアド
レス位置にあり、そのとき、スコアラインは実質的に水平（例えば、地面１７にほぼ平行
）であり且つフェースの角度は目標ラインに対してほぼスクエアである（例えば、ボール
打撃面２２の幾何学的中心に垂直であるベクトルの水平成分が目標ラインの方を向いてい
る）。フェースプレート１８が水平のスコアラインを有していない場合、適切なライ角１
９は約６０度と設定される。ロフト角１５は、ボール打撃面２２上の理想的なインパクト
位置２３に対する接平面として画定されるフェース面２７と、ゴルフクラブヘッド２が上
記の適切なアドレス位置にあるときに地面１７に対して垂直な面２９との間に画定される
角度である。ライ角１９は、ゴルフクラブヘッド２が該適切なアドレス位置にあるとき、
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ホーゼル２０またはシャフトの長手軸線２１と、地面１７との間に画定される角度である
。本願において、地面１７は水平面であると仮定されている。
【００６０】
　スカート１６は、クラウン１２とソール１４との間のゴルフクラブヘッド２の側部を含
んでおり、該側部は、ボール打撃面２２を除くトウ部２８からリア部３２の周囲をヒール
部２６まで、ゴルフクラブヘッド２の外周３４に沿って延びている。
【００６１】
　図示されている実施形態では、ゴルフクラブヘッド２の理想的なインパクト位置２３は
、ボール打撃面２２の幾何学的中心（図４を参照）に配置されている。該理想的なインパ
クト位置２３は、通常、打撃面２２の高さ（Ｈｓｓ）と幅（Ｗｓｓ）との中点の交差点と
して規定される。ＨｓｓおよびＷｓｓの両方は打撃面曲線（Ｓｓｓ）を使用して決定され
る。該打撃面曲線は、フェースが実質的に均一な膨らみの半径（ヒールからトウまでのフ
ェースの曲率半径）および実質的に均一なロール巻き半径（クラウンからソールまでのフ
ェースの曲率半径）からボディへと移行するすべての点によって、その外面の境界が決め
られている（例えば、図４を参照）。図示されている実施例では、Ｈｓｓは、フェースの
幾何学的中心を通る（地面に垂直な）垂直面で測定される、Ｓｓｓ（打撃面曲線）のソー
ル部に隣接した周縁から該Ｓｓｓのクラウン部に隣接した周縁までの距離である。同様に
、Ｗｓｓは、フェースの幾何学的中心を通る（地面に平行な）水平面で測定される、Ｓｓ

ｓのヒール部に隣接した周縁から該Ｓｓｓのトウ部に隣接した周縁までの距離である。打
撃面の幾何学的中心を測定するための手順に関しては、ＵＳＧＡ“Procedure for Measur
ing the Flexibility of a Golf Clubhead,”Revision 2.0を参照。いくつかの実施形態
では、ゴルフクラブヘッドのフェースすなわちボール打撃面２２の高さ（Ｈｓｓ）は、約
４５ｍｍから約６５ｍｍであり、幅（Ｗｓｓ）は約７５ｍｍから約１０５ｍｍである。図
４を参照すると、一つの特定の実施形態では、ボール打撃面２２は、約５２．２ｍｍの高
さ（Ｈｓｓ）、約９０．６ｍｍの幅（Ｗｓｓ）、および約３，９２９ｍｍ２の総打撃面積
を有している。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、打撃フェース１８は、米国特許出願公開第２００５／０２３
９５７５号、および第２００４／０２３５５８４号、米国特許出願第１１／６４２，３１
０号、および米国仮特許出願第６０／８７７，３３６号に記載されるような、複合材料で
作製され、それらは、これに言及することによって本明細書に参考として組み込まれてい
る。他の実施形態では、打撃フェース１８は、合金（例えば、チタン、スチール、アルミ
ニウム、および／またはマグネシウム）、セラミック材料、または複合合金及び／又はセ
ラミック材料の組合せによって作製される。
【００６３】
　打撃フェース１８は、これに言及することによって本明細書に組み入れられている米国
特許第６，９９７，８２０号に記載されるような、厚みが可変の打撃プレートとすること
ができる。例えば、図７および８に示されているように、打撃フェース１８は、ゴルフク
ラブヘッド２のボール打撃面２２または外側表面と内部空洞４３に面する内側表面４０と
の間で画定される厚みｔを有している。打撃フェース１８は、ボール打撃面２２上の理想
的なインパクト位置２６に隣接して配置されている中心部４２を含んでいる。中心部４２
の厚みｔは、実質的に一定である。また、打撃フェース１８は、中心部４２から放射状に
外方へ延びている発散部分４４を含んでいる。例えば、図９～１６を参照。発散部分４４
の厚みｔは、中心部から放射状に外方に向かって増加している。打撃フェース１８は、移
行部分４８を介して発散部分４４に結合されている収斂部分４６を有している。収斂部分
４６の厚みｔは、発散部分４４および移行部分４８から放射状に外方の位置で実質的に減
少している。ある種の場合には、移行部分４８は、発散部分４４と収斂部分４６との間の
頂点である。他の実施形態では、移行部分４８は、発散部分４４から放射状に外方に延び
且つ厚みｔが実質的に一定である（図９～１１を参照）。
【００６４】
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　いくつかの実施形態では、理想的なインパクト位置２３で、打撃面に対して垂直に延び
ている軸に沿った、打撃フェース１８の断面プロファイルは、図９～１１の場合と実質的
に同様である。
【００６５】
　他の実施形態では、該断面プロファイルは異なることが可能であり、例えば非対称であ
る。例えば、ある種の実施形態では、ヘッドの基点ｚ軸に沿った打撃フェース１８の断面
プロファイルは、上記のように中心、移行、発散、および収斂の各部分を含んでいる（図
９～１１、および１３を参照）。しかしながら、ヘッドの基点ｘ軸に沿った、打撃フェー
ス１８の断面プロファイルは、収斂部分４６から放射状に延び且つ移行部分４９を介して
収斂部分４６につながっている第２の発散部分４７を含むことができる。代替実施形態で
は、ヘッドの基点ｚ軸に沿った打撃フェース１８の断面プロファイルは、ヘッドの基点ｘ
軸に沿った変化に関して上述されるように、収斂部分から放射状に延び且つ収斂部分につ
ながっている第２の発散部分を含むことができる。
【００６６】
　打撃フェース１８の厚さの変化は、軸に沿った打撃フェースの幾何学的中心からの距離
によって決定することができる。典型的な一実施形態によると、１０ｍｍ≦｜ｘ｜≦５０
ｍｍの有効範囲内のヘッドの基点ｘ軸に沿った打撃フェース１８の最小厚さｔｍｉｎ、最
大厚さｔｍａｘ、および公称厚さｔｎｏｍを、以下の方程式から決定することができる。
【００６７】
【数２３】

【００６８】
【数２４】

【００６９】
【数２５】

【００７０】
　図１２を参照すると、上記の方程式１～３を使用して得られる典型的な厚さプロファイ
ルが示されている。約０ｍｍ≦｜ｘ｜≦１０ｍｍの有効範囲未満の打撃フェース１８の部
分はフェースのＣＯＲに対する影響がより少ないので、有効範囲は、打撃フェース１８の
幾何学的中心から約１０ｍｍ離れた位置から始まる。しかしながら、特定の例示的な実施
形態では、有効範囲未満での打撃フェース１８の厚さｔは約２ｍｍから約５ｍｍであり、
幾つかの場合には、中心部４２で約３ｍｍである。図１２にはまた、打撃フェース１８の
例示的な実施形態に対する厚さプロファイルが示されており、該厚さプロファイルは、有
効範囲１００％に沿ってｔｍｉｎおよびｔｍａｘによって境界が決められており、即ちそ
の範囲内である。
【００７１】
　上記と同様に、１０ｍｍ≦｜ｚ｜≦３０ｍｍの有効範囲内のヘッドの基点ｚ軸に沿った
打撃フェース１８の最小厚さｔｍｉｎ、最大厚さｔｍａｘ、および公称厚さｔｎｏｍは、
以下の方程式によって決定することができる。
【００７２】
【数２６】

【００７３】
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【数２７】

【００７４】
【数２８】

【００７５】
　図１３を参照すると、上記の方程式４～６を使用して得られる典型的な厚さプロファイ
ルが示されている。ヘッドの基点ｘ軸に沿った有効範囲と同様に、ヘッドの基点ｚ軸に沿
った有効範囲は、約０ｍｍ≦｜ｚ｜≦１０ｍｍの有効範囲未満の打撃フェース１８の部分
はフェースのＣＯＲに及ぼす影響がより少ないので、有効範囲は、打撃フェース１８の幾
何学的中心から約１０ｍｍ離れた位置から始まる。図１３にはまた、打撃フェース１８の
例示的な実施形態に対する厚さプロファイルが示されており、該厚さプロファイルは、有
効範囲１００％に沿ってｔｍｉｎおよびｔｍａｘによって境界が決められており、即ちそ
の範囲内である。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、上記の方程式および制約は、ゴルフクラブヘッド２の基点か
らの半径方向距離によって定義することができる。例えば、打撃フェース１８の最小厚さ
ｔｍｉｎ、最大厚さｔｍａｘ、および公称厚さｔｎｏｍは、ゴルフクラブヘッド２の基点
からの距離ｒによって以下の方程式によって決定することができる。
【００７７】
【数２９】

【００７８】
【数３０】

【００７９】
【数３１】

【００８０】
式中、ｒは、ゴルフクラブヘッド２の基点からの距離であり、約１０ｍｍ以上である。
　一定の厚さのフェースと比較すると、ｘ軸およびｚ軸に沿った公称厚さプロファイルは
、打撃フェース１８の重量を減少させ且つフェースのＣＯＲゾーンを増加させ且つＵＳＧ
ＡのＣＯＲ制約を満たすより大きく且つより寛容なフェースを提供するための好ましい厚
さプロファイルを表している。しかしながら、有効範囲の所定の部分に沿ったｘ軸および
ｚ軸のそれぞれに対する最小および最大厚さプロファイルによって境界が決められている
ｘ軸およびｚ軸に沿った厚さプロファイルを有するフェースによって、同一または同様の
利点を得ることができる。例えば、特定の実施形態によると、打撃フェース１８は、有効
なｘ軸範囲の少なくとも５０％に沿った最小および最大厚さプロファイルによって境界が
決められた基点ｘ軸に沿った厚さプロファイルを有することができる。同様に、打撃フェ
ース１８は、有効なｚ軸範囲の少なくとも５０％に沿った最小および最大厚さプロファイ
ルによって境界が決められた基点ｚ軸に沿った厚さプロファイルを有することができる。
より具体的な実施形態では、打撃フェース１８の厚さプロファイルは、有効な軸範囲の少
なくとも６０％、７０％、８０％、または９０％に沿った最小および最大厚さプロファイ
ルによって境界が決められる。
【００８１】
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　図示されている実施形態では、ゴルフクラブヘッド２の打撃フェース１８は、ｘ軸に沿
った厚さプロファイル（図１１を参照）およびｚ軸に沿った厚さプロファイル（図１０を
参照）を有している。打撃フェース１８のｘ軸に沿った厚さプロファイルは、有効なｘ軸
範囲の約７１％に沿った最小および最大厚さプロファイルによって境界が決められている
。同様に、打撃フェース１８のｚ軸に沿った厚さプロファイルは、有効なｚ軸範囲約６５
％に沿った最小および最大厚さプロファイルによって境界が決められている。
【００８２】
　例示的な一実施形態では、打撃フェース１８は、チタンなどの等方性の一体型材料によ
って作製される。等方性の一体型材料の曲げ剛性（ＢＳ）は、材料の弾性係数（Ｅ）およ
び厚さに比例し、以下の方程式によって決定することができる。
【００８３】
【数３２】

【００８４】
式中、ｔは打撃フェース１８の厚さである。
　チタンの弾性係数を約１．１×１０５（Ｎ／ｍｍ２）と仮定すると、約１０ｍｍ≦｜ｘ
｜≦５０ｍｍの有効範囲内のヘッドの基点ｘ軸に沿った打撃フェース１８の最小の、最大
の、および公称の曲げ剛性ＢＳは、以下の方程式によって決定することができる。
【００８５】
【数３３】

【００８６】
【数３４】

【００８７】

【数３５】

【００８８】
　図１４～１５を参照すると、方程式１１～１３を使用して得られる典型的な曲げ剛性プ
ロファイルが示されている。０ｍｍ≦｜ｘ｜≦１０ｍｍの有効範囲未満の打撃フェース１
８の部分はフェースの剛性に対して及ぼす影響が比較的小さいので、有効範囲は、打撃フ
ェース２０の幾何学的中心から約１０ｍｍ離れた位置から始まる。しかしながら、特定の
例示的実施形態では、有効範囲未満のフェース１８の曲げ剛性は、約９×１０５Ｎ・ｍｍ
から約１．４０×１０７Ｎ・ｍｍであり、幾つかの場合には、中心部４２で約３．０×１
０６Ｎ・ｍｍである。図１４にはまた、有効ｘ軸範囲１００％に沿ってＢＳｍｉｎおよび
ＢＳｍａｘによって境界が決められている打撃フェース１８の例示的な実施形態に対する
曲げ剛性プロファイルが示されている。
【００８９】
　同様に、約１０ｍｍ≦｜ｘ｜≦３０ｍｍの有効範囲内でのヘッドの基点ｚ軸に沿った打
撃フェース１８の最小、最大、および公称曲げ剛性ＢＳは、以下の方程式によって決定す
ることができる（この場合も同様に、約１．１×１０５Ｎ／ｍｍ２のヤング率を有するチ
タンを仮定している）。
【００９０】
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【数３６】

【００９１】
【数３７】

【００９２】
【数３８】

【００９３】
　図１５を参照すると、方程式１４～１６を使用して得られる典型的な曲げ剛性プロファ
イルが示されている。約０ｍｍ≦｜ｚ｜≦１０ｍｍの有効範囲未満の打撃フェース１８の
部分はフェースの剛性に対する影響が比較的小さいので、ヘッドの基点ｚ軸に沿った有効
範囲は、ヘッドの基点ｘ軸に沿った有効範囲と同様に、打撃フェース１８の幾何学的中心
から約１０ｍｍ離れた位置から始まる。図１４にはまた、有効ｚ軸範囲１００％に沿って
ＢＳｍｉｎおよびＢＳｍａｘによって境界が決められている打撃フェース１８の例示的な
実施形態に対する曲げ剛性プロファイルが示されている。
【００９４】
　このｘ軸およびｚ軸に沿った曲げ剛性プロファイルは、厚みが一定のフェースと比較す
ると、許容度がより広いフェースを得るために剛性分布を増加させるための好ましい曲げ
剛性プロファイルを表している。しかしながら、同一または同様の利点は、有効範囲の所
定の部分に沿ったｘ軸およびｚ軸のそれぞれに対する最小および最大厚さプロファイルに
よって境界が決められているｘ軸およびｚ軸に沿った曲げ剛性プロファイルを有するフェ
ースによって得ることができる。例えば、特定の実施形態によると、打撃フェース１８は
、有効ｘ軸範囲の少なくとも５０％に沿った最小および最大曲げ剛性プロファイルによっ
て境界が決められる基点ｘ軸に沿った曲げ剛性プロファイルを有することができる。同様
に、打撃フェース１８は、有効ｚ軸範囲の少なくとも５０％に沿った最小および最大曲げ
剛性プロファイルによって境界が決められる基点ｚ軸に沿った曲げ剛性プロファイルを有
することができる。より具体的な実施形態では、打撃フェース１８の曲げ剛性プロファイ
ルは、有効な軸範囲の少なくとも６０％、７０％、８０％、または９０％に沿った最小お
よび最大曲げ剛性プロファイルによって境界が決められる。
【００９５】
　曲げ剛性プロファイルは厚さプロファイルに応じて変わるので、ゴルフクラブヘッド２
の打撃フェース１８は、有効ｘ軸範囲の約７１％に沿った最小および最大曲げ剛性プロフ
ァイルによって境界が定められているｘ軸に沿った曲げ剛性プロファイルを有している。
同様に、打撃フェース１８のｚ軸に沿った曲げ剛性プロファイルは、同様に有効ｚ軸範囲
の約６５％に沿った最小および最大曲げ剛性プロファイルによって境界が定められている
。
【００９６】
　上記のように、図１４および１５に示されている曲げ剛性プロファイルは、特定のチタ
ン合金から作製されたフェースを有するゴルフクラブヘッドに対して得られた。しかしな
がら、上記の好ましい曲げ剛性プロファイルの範囲内に含まれる如何なるゴルフクラブヘ
ッドも該試験済みのゴルフクラブヘッドと同一または同様の許容度特性を達成することか
ら、図１４および１５の曲げ剛性プロファイルは、特定のチタン合金以外の材料から作製
されるフェースおよび恐らく異なる厚さプロファイルを有するゴルフクラブヘッドに対す
る好ましい曲げ剛性プロファイルをも表している。例えば、試験済みのチタン合金以外の
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材料、例えば、異なるチタン合金、複合材料、または両方の組合せなどから作製されるフ
ェースを有するゴルフクラブヘッドは、図１４および１５に表されている曲げ剛性プロフ
ァイルを達成することができるが、フェースの材料組成の理由から、図１４および１５に
表されているものとは異なる厚さプロファイルを有する可能性がある。たとえ厚さプロフ
ァイルは異なる可能性があるとしても、上記の曲げ剛性プロファイルを達成するフェース
は、チタンフェースに関して上記した厚さプロファイルを達成するルフクラブヘッドと同
一または同様の許容度特性を提供すると認識される。特定の実施形態では、例えば、黒鉛
エポキシまたは積層金属などの複合材料から作製されるゴルフクラブヘッドのフェースの
曲げ剛性プロファイルは、積層理論において一般的に知られている方法を使用して層の合
計厚さによって得ることができる。
【００９７】
　クラウン１２、ソール１４、およびスカート１６は、鋳造、冷間成形、鋳造および／ま
たは鍛造などの技術を使用して一体的に形成することができ、打撃フェース１８は、当技
術分野において既知の手段によって、クラウン、ソール、およびスカートに接合すること
ができる。例えば、打撃フェース１８は、米国特許出願公開第２００５／０２３９５７５
号および第２００４／０２３５５８４号に記載されるように、ボディ１０に接合すること
ができる。ボディ１０は、合金（例えば、チタン、スチール、アルミニウム、および／ま
たはマグネシウム）、複合材料、セラミック材料、またはそれらの何らかの組合せから作
製することができる。ゴルフクラブヘッド２の壁７２は、言及することによって本願に組
み込まれている２００５年２月２５日出願の米国出願第１１／０６７，４７５号に記載さ
れているような薄壁構造物から作製することができる。例えば、いくつかの実施形態では
、壁の厚みは、約０．６５ｍｍから約０．８ｍｍとすることができる。具体的な一実施形
態では、クラウン１２およびスカート１６の壁７２の厚みは約０．６５ｍｍであり、ソー
ル１４の壁の厚みは約０．８ｍｍである。
【００９８】
　ゴルフクラブヘッド２の基点座標系は、クラブヘッドの様々な特性の位置（例えば、ク
ラブヘッドの重心（ＣＧ）５０（図５および６を参照）を含む）を決定することができる
ように規定することができる。図４～６を参照すると、クラブヘッドの基点６０はゴルフ
クラブヘッド２上に表されている。クラブヘッドの基点６０は、ボール打撃面２２の理想
的なインパクト位置２３または幾何学的中心に位置決めされている。
【００９９】
　図５および６を参照すると、ヘッドの基点６０に関して規定されているヘッドの基点座
標系は、ゴルフクラブヘッド２がアドレス位置にあるとき地面１７に対して略垂直方向に
ヘッドの基点６０を通って延びているｚ軸６５と、打撃面２２に略平行なトウからヒール
に向かう方向にヘッドの基点６０を通って延びているすなわち理想的なインパクト位置２
３でボール打撃面２２に対して略接線方向であり且つｚ軸６５に略垂直であるｘ軸７０と
、前後方向にヘッドの基点６０を通って延びており且つｘ軸７０およびｚ軸６５に略垂直
であるｙ軸７５との、３つの軸を含んでいる。ｘ軸７０とｙ軸７５とは、共に、ゴルフク
ラブヘッド２がアドレス位置にあるときに地面１７に対して略水平方向に延びている。ｘ
軸７０は、ゴルフクラブヘッド２の基点６０からヒール部２６に向かってが正の方向で延
びている。ｙ軸７５は、ゴルフクラブヘッド２の基点６０から後部３２に向かってが正の
方向で延びている。ｚ軸６５は、基点６０からクラウン１２に向かってが正の方向で延び
ている。
【０１００】
　一実施形態では、ゴルフクラブヘッド２は、ｘ軸座標が約０．０ｍｍ～約６．０ｍｍで
あり、ｙ軸座標が約３０ｍｍ～約５０ｍｍであり、ｚ軸座標が約０．０ｍｍ～約－６．０
ｍｍであるＣＧ（重心）を有している。図５および６を参照すると、具体的な一実施形態
では、重心のｘ軸座標は約１．８ｍｍであり、重心のｙ軸座標は約３７．１ｍｍであり、
重心のｚ軸座標は約－３．３ｍｍである。
【０１０１】
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　図４を参照すると、ゴルフクラブヘッド２は、ゴルフクラブヘッド２が適切なアドレス
位置にあるときにｚ軸に平行な軸に沿って測定されるボディ１０の外側表面の最下点と最
上点との間の距離として画定される最大のクラブヘッド高さ（Ｈｃｈ）と、ゴルフクラブ
ヘッド２が適切なアドレス位置にあるときにｘ軸に平行な軸に沿って測定されるボディの
ヒール部２６とトウ部２８との最大範囲の距離として規定される最大のクラブヘッド幅（
Ｗｃｈ）と、ゴルフクラブヘッド２が適切なアドレス位置にあるときにｙ軸に平行な軸に
沿って測定されるボディ１０の表面の最前点と最後点との間の距離として規定される最大
のクラブヘッド深さ（Ｄｃｈ）または長さとを有する。ゴルフクラブヘッド２の高さ、お
よび幅は、ＵＳＧＡによる“Procedure for Measuring the Clubhead Size of Wood Club
s”改訂版１．０に従って測定される。いくつかの実施形態では、ゴルフクラブヘッド２
は、高さ（Ｈｃｈ）が約４８ｍｍから７２ｍｍであり、幅（Ｗｃｈ）が約１００ｍｍから
約１３０ｍｍであり、深さ（Ｄｃｈ）が約１００ｍｍから約１３０ｍｍである。具体的な
一実施形態では、ゴルフクラブヘッド２は、高さ（Ｈｃｈ）が約６０．７ｍｍであり、幅
（Ｗｃｈ）が約１２０．５ｍｍであり、深さ（Ｄｃｈ）が約１０６．７ｍｍである。
【０１０２】
　図５および６を参照すると、ゴルフクラブヘッド２の慣性モーメントは、通常、ゴルフ
クラブヘッドの重心５０を通って延びている３つの軸、すなわち、（１）ゴルフクラブヘ
ッド２がアドレス位置にあるときに地面１７に対して略垂直方向に重心５０を通って延び
ている重心ｚ軸８５と、（２）ボール打撃面２２に略平行であり且つヒールからトウの方
向に重心５０を通って延びており且つ重心ｚ軸８５に略垂直な重心ｘ軸９０と、（３）前
後方向に重心５０を通って延びており且つ重心ｘ軸９０および重心ｚ軸８５に略垂直な重
心ｙ軸９５と、を中心として規定される。重心ｘ軸９０と重心ｙ軸９５とは、共に、ゴル
フクラブヘッド２がアドレス位置にあるときに地面１７に対して略水平方向に延びている
。
【０１０３】
　ゴルフクラブヘッドの重心ｘ軸９０を中心とする慣性モーメントは、以下の方程式によ
って計算される。
【０１０４】

【数３９】

【０１０５】
式中、ｙは、ゴルフクラブヘッドの重心を含むｘｚ面から微小質量ｄｍまでの距離であり
、ｚは、ゴルフクラブヘッドの重心を含むｘｙ面から微小質量ｄｍまでの距離である。ゴ
ルフクラブヘッドの重心を含むｘｚ面は、ゴルフクラブヘッドの重心ｘ軸９０とゴルフク
ラブヘッドの重心ｚ軸８５とによって画定される面である。重心を含むｘｙ面は、ゴルフ
クラブヘッドの重心ｘ軸９０とゴルフクラブヘッドの重心ｙ軸９５とによって画定される
面である。
【０１０６】
　ゴルフクラブヘッドの重心ｚ軸８５を中心とする慣性モーメントは、以下の方程式によ
って計算される。
【０１０７】
【数４０】

【０１０８】
式中、ｘはゴルフクラブヘッドの重心を含むｙｚ面から微小質量ｄｍまでの距離であり、
ｙは、ゴルフクラブヘッドの重心を含むｘｚ面から微小質量ｄｍまでの距離である。ゴル
フクラブヘッドの重心を含むｙｚ面は、ゴルフクラブヘッドの重心ｙ軸９５とゴルフクラ
ブヘッドの重心ｚ軸８５とによって画定される面である。
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【０１０９】
　重心ｚ軸を中心とする慣性モーメント（Ｉｚｚ）が重心ｚ軸を中心とするねじれに抵抗
するゴルフクラブヘッドの能力を表すものであるとき、重心ｘ軸を中心とする慣性モーメ
ント（Ｉｘｘ）は、重心ｘ軸を中心とするねじれに抵抗するゴルフクラブヘッドの能力を
表すものである。重心ｘ軸を中心とする慣性モーメント（Ｉｘｘ）が大きければ大きいほ
ど、ゴルフボールに対する高い或いは低いオフセンターインパクト時のゴルフクラブヘッ
ドの許容度はより大きくなる。つまり、ゴルフボールがボール打撃面１８の理想的なイン
パクト位置２３より上の位置でゴルフクラブヘッドによって打たれると、ゴルフクラブヘ
ッドが上方にねじれ、ゴルフボールが所望より高い軌道を有する原因となる。同様に、ゴ
ルフボールがボール打撃面１８の理想的なインパクト位置２３より下の位置でゴルフクラ
ブヘッドによって打たれると、ゴルフクラブヘッドが下方にねじれ、ゴルフボールが所望
より低い軌道を有する原因となる。重心ｘ軸を中心とする慣性モーメント（Ｉｘｘ）が増
大すると、ゴルフクラブヘッドの上方および下方へのねじれが軽減されて高い位置および
低い位置でのオフセンターインパクトによる悪影響が軽減される。
【０１１０】
　厚さが比較的一定のフェース設計と比較すると、上記の打撃フェース１８の可変の厚み
によって、（１）より大きな任意の重量を、慣性モーメントを増大させるために重心から
離して配置させ又は望ましい重心位置を得るために戦略的に位置決めすることを可能にす
るために、ＵＳＧＡによるＣＯＲ制約を超えることなくフェースの質量例えば重量を減少
させること、（２）許容度を助長するために、打撃面のサイズを増大すること、および（
３）フェースの他の部分と比較して、より良いゴルフショットの許容度を提供するクラブ
ヘッドのＣＯＲゾーン例えばゴルフクラブヘッドのフェースのスイートスポットを増大さ
せること、が容易化される。
【０１１１】
　厚みが可変の打撃フェース１８によってもたらされる軽量化によって、ゴルフクラブヘ
ッド２の慣性モーメントを増大させるためにより大きな任意の重量を利用できる。例えば
、いくつかの実施形態では、ゴルフクラブヘッド２の重心ｚ軸を中心とする慣性モーメン
ト（Ｉｚｚ）は約４９０ｋｇ・ｍｍ２～６００ｋｇ・ｍｍ２であり、ゴルフクラブヘッド
２の重心ｘ軸を中心とする慣性モーメント（Ｉｘｘ）は約２８０ｋｇ・ｍｍ２～約４２０
ｋｇ・ｍｍ２である。一つの特定の例示的実施形態では、図１に示すように、ゴルフクラ
ブヘッド２の重心ｚ軸を中心とする慣性モーメント（Ｉｚｚ）は約５２８ｋｇ・ｍｍ２で
あり、ゴルフクラブヘッド２の重心ｘ軸を中心とする慣性モーメント（Ｉｘｘ）は約３３
９ｋｇ・ｍｍ２である。
【０１１２】
　上記のように、打撃フェース１８のような厚みが可変の打撃フェースは、フェースの耐
久性を維持し且つフェースのＣＯＲをＵＳＧＡの制限内に維持しつつ、打撃フェース２０
の面積を増大させることを可能にする。フェースが大きければ大きいほど、ゴルフボール
に接触するのに使用できる面積がより大きくなり、したがって、ゴルフクラブヘッドの許
容度がより大きくなる。打撃フェースはボールと接触するクラブの唯一の部分であること
から、打撃フェースがより大きいことはゴルフクラブの最も重要な特性の１つである。よ
り大きいフェースを提供することにより、（例えば「天ぷら」ボールの軌道をもたらす）
フェースの端部から外れてボールを打つ可能性が最小限に抑えられる。したがって、打撃
フェースがより大きいことにより、ゴルファーはより積極的にボールを打つためのさらな
る自信を与えられる。
【０１１３】
　打撃フェース１８のような厚みが可変の打撃フェースは、フェースのＣＯＲゾーンを広
くしてゴルフクラブヘッドの許容度を高める。例えば、図１６を参照すると、一定のおよ
び可変の厚みのフェース並びに重心ｚ軸を中心とする慣性モーメント（Ｉｚｚ）の様々な
組合せを有するゴルフクラブヘッドの許容度が比較されている。各ゴルフクラブヘッド構
成について、打撃面上のゴルフクラブヘッドの基点ｘ軸に沿った様々な位置で打たれたゴ
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ルフボールのボールスピードが示されている。オフセンターの打撃に対するボールスピー
ドの低下が少ないクラブヘッドは、許容度をより大きく促進すると言われている。各ゴル
フクラブヘッドは、０．８２０のＣＯＲ、および２０６ｇのヘッドの質量を有し、ゴルフ
ボールとのインパクト時のスピードは１０９ｍｐｈであった。これらの結果は、市販の有
限要素解析ツールＡＢＡＱＵＳを使用したクラブヘッドの模型作製に基づくものである。
図示されているように、６００ｋｇ・ｍｍ２のＩｚｚおよび一定の厚さのフェースを有す
るゴルフクラブヘッドは、４００ｋｇ・ｍｍ２の小さいＩｚｚを有するが可変の厚みのフ
ェースを有するゴルフクラブヘッドと同様の許容度特性を有する。さらに、６００ｋｇ・
ｍｍ２のＩｚｚおよび可変厚みのフェースを有する実施形態は、８００ｋｇ／ｍｍ２の大
きなＩｚｚおよび一定の厚みのフェースを有するゴルフクラブヘッドよりも許容度を大き
く助長する。
【０１１４】
　このことは、厚みが可変のフェースプレートおよび６００ｋｇ・ｍｍ２のＩｚｚを有す
るクラブヘッドが、６００ｋｇ・ｍｍ２を超えるｚ軸を中心とする実際の慣性モーメント
を有すると言っているわけではない。それどころか、該クラブヘッドの「感触」は、ｚ軸
を中心とする大きな慣性モーメントを有するゴルフクラブヘッドに引けを取らない。した
がって、厚みが可変のフェースプレートおよび６００ｋｇ・ｍｍ２のＩｚｚを有するクラ
ブヘッドは、オフセンターでの打撃によるボールスピードを考慮するとき、８００ｋｇ・
ｍｍ２を超える「有効ＭＯＩ」を有すると言うことができる。６００ｋｇ・ｍｍ２未満の
実際のＭＯＩ（例えば、５９０ｋｇ・ｍｍ２＋１０ｋｇ・ｍｍ２の測定許容範囲）を有す
るクラブヘッドは、（厚みが一定のフェースプレートの設計と比較して）有効ＭＯＩが６
００ｋｇ・ｍｍ２よりも大きいと思われるが、実際にはＵＳＧＡのＭＯＩ規則に準拠する
と考えられる。
【０１１５】
　図１７～２２を参照すると、別の例示的な実施形態に従って、ゴルフクラブヘッド１０
０は、内部空洞１５７を画定しているクラウン１１２と、ソール１１４と、スカート１１
６と、打撃フェース１１８とを有している。ボディ１１０は、ホーゼル１２０、ヒール部
１２６、トウ部１２８、フロント部１３０、リア部１３２、および内部リブ１８２をさら
に含んでいる。打撃フェース１１８は、打撃面の幾何学的中心１２３に理想的なインパク
ト位置を有する外方に向いているボール打撃面１２２を含んでいる。いくつかの実施形態
では、ゴルフクラブヘッド１００は、約４００ｃｍ３から約４９０ｃｍ３の体積および約
１８５ｇから約２１５ｇの全質量を有する。図１７を参照すると、具体的な一実施形態で
は、ゴルフクラブヘッド１００は約４５４ｃｍ３の体積および約２０２．８ｇの全質量を
有している。
【０１１６】
　特に指定のない限り、ゴルフクラブヘッド１００のボディ１１０の全般的な詳細および
特性は、ゴルフクラブヘッド２のボディ１０の同一または同様の特性を参照すれば理解す
ることができる。
【０１１７】
　図示されている実施形態では、ゴルフクラブヘッド１００のフェース１１８は、ｘ軸（
図２１を参照）およびｙ軸（図２２を参照）に沿って厚さプロファイルを有している。フ
ェース１１８のｘ軸に沿った厚さプロファイルは、有効なｘ軸範囲のほぼ１００％に沿っ
て最小および最大厚さプロファイルによって境界が定められる。同様に、フェース１１８
のｚ軸に沿った厚さプロファイルは、有効なｚ軸範囲のほぼ１００％に沿って最小および
最大厚さプロファイルによって境界が定められる。
【０１１８】
　曲げ剛性プロファイルは厚さプロファイルによって変わるので、ゴルフクラブヘッド１
００のフェース１１８は、同じく有効なｘ軸範囲の約１００％に沿って最小および最大曲
げ剛性プロファイルによって境界が定められるｘ軸に沿った曲げ剛性プロファイルを有す
る。同様に、フェース１１８のｚ軸に沿った曲げ剛性プロファイルは、同じく有効なｚ軸
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範囲の約１００％に沿って最小および最大曲げ剛性プロファイルによって境界が定められ
る。
【０１１９】
　ソール１１４は、ゴルフクラブヘッド１００の最下点から、ゴルフクラブヘッド２のソ
ール１４よりも短い距離に亘って上方に延びている。例えば、いくつかの実施形態におい
ては、ソール１１４は、ゴルフクラブヘッド１００の最下点からクラウン１１２までの距
離の約５０％から６０％に亘って上方に延びているが、幾つかの例においては、ドライバ
ーに対しては約１５ｍｍ、フェアウェイウッドに対しては約１０ｍｍから約１２ｍｍとす
ることができる。さらに、ソール１１４は、適切なアドレス位置にあるときに地面１１７
に水平に延在する実質的に平らな部分１１９を備えている。幾つかの実施形態においては
、ソール１１４の最も深い部分は、ゴルフクラブヘッド１００の深さ（Ｄｃｈ）の約５％
から約７０％に亘って地面１１７に実質的に平行に延びている。
【０１２０】
　ゴルフクラブヘッド１００のソール１１４はゴルフクラブヘッド２のソールよりも短い
ので、スカート１１６は、ゴルフクラブヘッド２のスカート１６よりも背が高く即ちより
長い略垂直な距離に亘って延びている。
【０１２１】
　少なくとも一つの実施形態では、ゴルフクラブヘッド１００は、クラブヘッドのリア部
１３２に近接した位置のスカート１１６内に形成されるウェート部１４０を含んでいる（
図１９を参照）。ウェート部１４０は、これに言及することによって本願に組み込まれて
いる米国特許出願第１１／０６６，７２０号および第１１／０６５，７７２号に記載され
ているような、多くのウェートまたはウェートアセンブリのいずれかを収容および保持す
る多くの様々な構造のうちのいずれかを有することができる。
【０１２２】
　いくつかの実施形態では、ゴルフクラブヘッド１００の打撃面１２２は、高さ（Ｈｓｓ

）が約４５ｍｍから約６５ｍｍであり、幅（Ｗｓｓ）が約７５ｍｍから約１０５ｍｍであ
る。具体的な一実施形態では、打撃面１２２は、高さ（Ｈｓｓ）が約５４．４ｍｍであり
、幅（Ｗｓｓ）が約９０．６ｍｍであり、総打撃面積が約４，０９８ｍｍ２である。
【０１２３】
　一実施形態では、ゴルフクラブヘッド１００は、ｘ軸座標が約０．０ｍｍから約６．０
ｍｍで、ｙ軸座標が約３０ｍｍから約５０ｍｍで、ｚ軸座標が約０．０ｍｍから約－６．
０ｍｍの位置に重心を有する。具体的な一つの実施形態では、重心のｘ軸座標は約２．０
ｍｍであり、重心のｙ軸座標は約３７．９ｍｍであり、重心のｚ軸座標は約－４．６７ｍ
ｍである。
【０１２４】
　いくつかの実施形態では、ゴルフクラブヘッド１００は、高さ（Ｈｃｈ）が約４８ｍｍ
から約７２ｍｍであり、幅（Ｗｃｈ）が約１００ｍｍから約１３０ｍｍであり、深さ（Ｄ

ｃｈ）が約１００ｍｍから約１３０ｍｍである。具体的な一実施形態では、ゴルフクラブ
ヘッド１００は、高さ（Ｈｃｈ）が約６２．２ｍｍであり、幅（Ｗｃｈ）が約１１９．３
ｍｍであり、深さ（Ｄｃｈ）が１０３．９ｍｍである。
【０１２５】
　ある種の例示的実施形態によると、ゴルフクラブヘッド１００は、約４９０ｋｇ・ｍｍ
２から約６００ｋｇ・ｍｍ２の重心ｚ軸を中心とする慣性モーメント（Ｉｚｚ）、および
約２８０ｋｇ・ｍｍ２から約４２０ｋｇ・ｍｍ２の重心ｘ軸を中心とする慣性モーメント
（Ｉｘｘ）を有している。具体的な一実施形態では、ゴルフクラブヘッド１００は、約５
００ｋｇ・ｍｍ２の重心ｚ軸を中心とする慣性モーメント（Ｉｚｚ）および約３３７ｋｇ
・ｍｍ２の重心ｘ軸を中心とする慣性モーメント（Ｉｘｘ）を有している。
【０１２６】
　図２３～２７を参照すると、別の例示的な実施形態に従って、ゴルフクラブヘッド２０
０は、ゴルフクラブヘッド１００のボディ１１０およびゴルフクラブヘッド２のボディ１
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０と同様の背の低いスカートを備えているボディ２１０を備えている。ボディ２１０は、
内部空洞２５７を画定しているクラウン２１２、ソール２１４、スカート２１６、打撃フ
ェース２１８を含んでいる。ボディ２１０は、ホーゼル２２０、ヒール部２２６、トウ部
２２８、フロント部２３０、およびリア部２３２をさらに含んでいる。打撃フェース２１
８は、打撃面の幾何学的中心２２３に理想的なインパクト位置を有する外方に向いている
ボール打撃面２２２を含んでいる。いくつかの実施形態では、ゴルフクラブヘッド２００
は、体積が約４００ｃｍ３から約４９０ｃｍ３であり、全質量が約１８５ｇから約２１５
ｇである。図２３を参照すると、具体的な一実施形態では、ゴルフクラブヘッド２００は
、体積が約４５５ｃｍ３であり、全質量が約２０３．９ｇである。他の特定の実施形態で
は、ゴルフクラブヘッド２００は、体積が約４４４ｃｍ３であり、全質量が約２０５．２
ｇの全質量である。
【０１２７】
　特に指定のない限り、ゴルフクラブヘッド２００のボディ２１０の全般的な詳細および
特性は、ゴルフクラブヘッド２のボディ１０およびゴルフクラブヘッド１００のボディ１
１０の同一または同様の特性を参照して理解することができる。
【０１２８】
　図示されている実施形態では、ゴルフクラブヘッド２００の打撃フェース２１８は、ｘ
軸（図２６を参照）およびｚ軸（図２７を参照）に沿って厚さプロファイルを有している
。フェース２１８のｘ軸に沿った厚さプロファイルは、有効なｘ軸範囲の約１００％に沿
った最小および最大厚さプロファイルによって境界が定められている。同様に、フェース
２１８のｚ軸に沿った厚さプロファイルは、有効なｚ軸範囲の約１００％に沿った最小お
よび最大厚さプロファイルによって境界が定められている。
【０１２９】
　曲げ剛性プロファイルは厚さプロファイルによって異なるので、ゴルフクラブヘッド２
００の打撃フェース２１８は、同様に有効なｘ軸範囲の約１００％に沿った最小および最
大曲げ剛性プロファイルによって境界が定められるｘ軸に沿った曲げ剛性プロファイルを
有する。同様に、打撃フェース２１８のｚ軸に沿った曲げ剛性プロファイルは、同様に有
効なｚ軸範囲の約１００％に沿った最小および最大曲げ剛性プロファイルによって境界が
定められる。
【０１３０】
　ゴルフクラブヘッド１００のソール１１４と同様に、ソール２１４はゴルフクラブヘッ
ド２００の最下点からクラウン２１２までの距離の約５０％から約６０％の距離に亘って
上方に延びている。したがって、スカート２１６は、ゴルフクラブヘッド２のスカート１
６よりも高く、即ちより長いほぼ垂直な距離に亘って延びている。
【０１３１】
　少なくとも一つの実施形態では、図１６、１８および２０に示すように、ゴルフクラブ
ヘッド２００は、クラブヘッドのリア部２３２に近接したソール１１４内に形成されるウ
ェート部２４０を含んでいる。ウェート部２４０は、多くのウェートまたはウェートアセ
ンブリのいずれをも収容および保持する多くの様々な構造のいずれをも有することができ
る。例えば、図示されているように、ウェート部２４０は、ボディ２１０の壁２７２から
内部空洞２５７内に向かってほぼ垂直に上方に向かって延びている。
【０１３２】
　いくつかの実施形態では、ゴルフクラブヘッド２００の打撃面２２２は、高さ（Ｈｓｓ

）が約４５ｍｍから約６５ｍｍであり、幅（Ｗｓｓ）が７５ｍｍから約１０５ｍｍである
。具体的な一実施形態では、打撃面２２２は、高さ（Ｈｓｓ）が約５３．５ｍｍであり、
幅（Ｗｓｓ）が約９２．３ｍｍであり、総打撃面積が約４，０１３ｍｍ２である。別の具
体的な実施形態では、打撃面２２２は、高さ（Ｈｓｓ）が約５４．７ｍｍであり、幅（Ｗ

ｓｓ）が約９２．３ｍｍであり、総打撃面積が約４，１１５ｍｍ２である。
【０１３３】
　一つの実施形態では、ゴルフクラブヘッド２００の重心は、ｘ軸座標が約０．０ｍｍか
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ら約６．０ｍｍであり、ｙ軸座標が約３０ｍｍから約５０ｍｍであり、ｚ軸座標が約０．
０ｍｍから約－６．０ｍｍである。具体的な一実施形態では、重心のｘ軸座標は約２．２
ｍｍであり、重心のｙ軸座標は約３７．９ｍｍであり、重心のｚ軸座標は約－４．３ｍｍ
である。別の具体的な実施形態では、重心のｘ軸座標は約２．８ｍｍであり、重心のｙ軸
座標は約３５．８ｍｍであり、重心のｚ軸座標は約－３．４ｍｍである。
【０１３４】
　いくつかの実施形態では、ゴルフクラブヘッド２００は、高さ（Ｈｃｈ）が約４８ｍｍ
から約７２ｍｍであり、幅（Ｗｃｈ）が約１００ｍｍから約１３０ｍｍであり、深さ（Ｄ

ｃｈ）が約１００ｍｍから約１３０ｍｍである。具体的な一実施形態では、ゴルフクラブ
ヘッド２００は、高さ（Ｈｃｈ）が約６２．３ｍｍであり、幅（Ｗｃｈ）が約１２０．０
ｍｍであり、深さ（Ｄｃｈ）が約１１１．６ｍｍである。別の具体的な実施形態では、ゴ
ルフクラブヘッド２００は、高さ（Ｈｃｈ）が約６２．６ｍｍであり、幅（Ｗｃｈ）が約
１２１．０ｍｍであり、深さ（Ｄｃｈ）が約１０７．４ｍｍの深さ（Ｄｃｈ）である。
【０１３５】
　ゴルフクラブヘッド２００は、いくつかの実施形態では、重心ｚ軸を中心とする慣性モ
ーメント（Ｉｚｚ）が約４９０ｋｇ・ｍｍ２から約６００ｋｇ・ｍｍ２であり、重心ｘ軸
を中心とする慣性モーメント（Ｉｘｘ）が約２８０ｋｇ・ｍｍ２から約４２０ｋｇ・ｍｍ
２である。具体的な一実施形態では、クラブヘッド２００は、重心ｚ軸を中心とする慣性
モーメント（Ｉｚｚ）が約５１６ｋｇ・ｍｍ２であり、重心ｘ軸を中心とする慣性モーメ
ント（Ｉｘｘ）が約３５４ｋｇ・ｍｍ２である。別の具体的な実施形態では、クラブヘッ
ド２００は、重心ｚ軸を中心とする慣性モーメント（Ｉｚｚ）が約４９６ｋｇ・ｍｍ２で
あり、重心ｘ軸を中心とする慣性モーメント（Ｉｘｘ）が約３２９ｋｇ・ｍｍ２である。
【０１３６】
　ここに開示したゴルフクラブヘッドの原理を応用することができる多くの可能な実施形
態に鑑みると、図示されている実施形態は、ゴルフクラブヘッドの好ましい実施例に過ぎ
ず且つゴルフクラブヘッドの範囲を限定すると考えるべきものではないことが認識される
はずである。本発明の範囲は、むしろ特許請求の範囲によって規定される。したがって、
特許請求の範囲に含まれるすべてが本願発明として請求されている。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】図１は、第１の実施形態による、ゴルフクラブヘッドの側面図である。
【図２】図２は、図１のゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図３】図３は、図１のゴルフクラブヘッドの底面斜視図である。
【図４】図４は、ゴルフクラブヘッドの基点の座標系を示している図１のゴルフクラブヘ
ッドの正面図である。
【図５】図５は、重心の座標系を示している図１のゴルフクラブヘッドの側面図である。
【図６】図６は、図１のゴルフクラブヘッドの平面図である。
【図７】図７は、図１の線７－７に沿った図１のゴルフクラブヘッドの断面図である。
【図８】図８は、図２の線８－８に沿った図１のゴルフクラブヘッドの側方断面図である
。
【図９】図９は、打撃フェースの背面図である。
【図１０】図１０は、図９の線１０－１０に沿った図９の打撃フェースの側方断面図であ
る。
【図１１】図１１は、図９の線１１－１１に沿った図９の打撃フェースの側方断面図であ
る。
【図１２】図１２は、クラブヘッドの基点ｘ軸に沿った打撃フェースの厚さの変化を示し
ているグラフである。
【図１３】図１３は、クラブヘッドの基点ｚ軸に沿った打撃フェースの厚さの変化を示し
ているグラフである。
【図１４】図１４は、クラブヘッドの基点ｘ軸に沿った打撃フェースの曲げ剛性の変化を
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【図１５】図１５は、クラブヘッドの基点ｚ軸に沿った打撃フェースの曲げ剛性の変化を
示しているグラフである。
【図１６】図１６は、ゴルフクラブヘッドの種々の実施形態についての、打撃フェースの
インパクト位置によるボールスピードのロスの変化を示しているグラフである。
【図１７】図１７は、第２の実施形態によるゴルフクラブヘッドの側面図である。
【図１８】図１８は、図１７のゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図１９】図１９は、図１７のゴルフクラブヘッドの底部斜視図である。
【図２０】図２０は、図１７のゴルフクラブヘッドの平面図である。
【図２１】図２１は、図１７の線２１－２１に沿った図１７のゴルフクラブヘッドの断面
図である。
【図２２】図２２は、図２０の線２２－２２に沿った図１７のゴルフクラブヘッドの断面
側面図である。
【図２３】図２３は、第３の実施形態によるゴルフクラブヘッドの側面図である。
【図２４】図２４は、図２３のゴルフクラブヘッドの底部斜視図である。
【図２５】図２５は、図２３のゴルフクラブヘッドの平面図である。
【図２６】図２６は、図２３の線２６－２６に沿った図２３のゴルフクラブヘッドの断面
図である。
【図２７】図２７は、図２５の線２７－２７に沿った図２３のゴルフクラブヘッドの側方
断面図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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